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平成２２年１２月１７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成２１年（ワ）第２７４１５号 特許権移転登録等請求事件

口頭弁論終結日 平成２２年１１月５日

判 決

東京都千代田区 ＜以下略＞

原          告   株式会社東京バイテク研究所

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士   福 田 浩

東京都杉並区 ＜以下略＞

（特許登録原簿上の住所 東京都杉並区 ＜以下略＞ ）

被          告   亘 起 物 産 有 限 会 社

東京都杉並区 ＜以下略＞

被 告   ヘルスカーボン株式会社

上記２名訴訟代理人弁護士   土 肥 尚 子

主 文

１ 原告の請求をいずれも棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１(1) 主位的

被告ヘルスカーボン株式会社は，被告亘起物産有限会社に対し，別紙特許権目

録記載の特許権につき特許権の移転登録の抹消登録手続をせよ。

(2) 予備的

ア 被告亘起物産有限会社と被告ヘルスカーボン株式会社が平成２１年５月１

５日に締結した別紙特許権目録記載の特許権についての売買契約を取り消す。

イ 被告ヘルスカーボン株式会社は，被告亘起物産有限会社に対し，別紙特許

権目録記載の特許権につき特許権の移転登録の抹消登録手続をせよ。
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２ 被告亘起物産有限会社は，原告に対し，別紙特許権目録記載の特許権につき

持分２分の１の特許権の移転登録手続をせよ。

３ 被告亘起物産有限会社は，原告に対し，１億７２９８万８１１２円及びこれ

に対する平成２１年９月６日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払

え。

第２ 事案の概要

１ 本件は，原告が，(1) 被告ヘルスカーボン株式会社（以下「被告ヘルスカー

ボン」という。）に対し，主位的に，①債権者代位権に基づき，別紙特許権目

録登録事項順位２番記載の特許権の移転登録（以下「本件移転登録」とい

う。）の抹消登録手続（請求１(1)）を求め，予備的に，②詐害行為取消権に

基づき，被告亘起物産有限会社（以下「被告亘起物産」という。）と被告ヘル

スカーボンが平成２１年５月１５日に締結した同目録記載の特許権（以下「本

件特許権」という。）についての売買契約の取消し（請求１(2)ア）と本件移

転登録の抹消登録手続（請求１(2)イ）を求め，(2) 被告亘起物産に対し，①

本件特許権を持分各２分の１とする合意に基づき，本件特許権につき持分２分

の１の特許権の移転登録手続（請求２）を求めるとともに，②本件特許権に係

る発明（以下「本件発明」という。）の実施品の売上金を２分の１ずつ配分す

る合意に基づき，売上げ分配金１億７２９８万８１１２円及びこれに対する訴

状送達の日の翌日である平成２１年９月６日から支払済みまで商事法定利率年

６分の割合による遅延損害金の支払（請求３）を求める事案である。

２ 前提となる事実（証拠等を掲記した事実を除き，当事者間に争いがない。）

(1) 当事者

ア 原告は，下記事業を目的として，昭和６１年１２月１２日に設立された株

式会社である。

記

(ｱ) 生化学，医学，薬学，工学等生命科学の基礎及び応用を対象とする研
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究，開発，調査並びにそれらの受託及びコンサルタント業務

(ｲ) (ｱ)に係る研究資料の提供販売

(ｳ) (ｱ)，(ｲ)に付帯する一切の事業

イ 被告亘起物産は，食品素材の製造販売等を目的として，昭和５７年３月１

１日に設立された会社である。同社は，設立当初は株式会社であったが，平

成８年頃，有限会社に組織変更された。（甲２，乙２，弁論の全趣旨）

ウ 被告ヘルスカーボンは，平成１９年４月１８日に設立された株式会社であ

る。設立当初の商号は大門サービス株式会社，会社の目的は不動産の売買等

であったが，平成２０年６月１３日付けで，商号は現商号に，会社の目的は

食品素材の製造販売等にそれぞれ変更されている。（甲３，弁論の全趣旨）

(2) 本件特許権の登録

被告亘起物産は，平成８年１２月２７日，本件発明に係る特許出願（出願

番号１０－５０６７７５。以下「本件出願」という。）をし，本件出願につ

いては，別紙特許権目録記載のとおり，平成１９年１月１０日に特許査定さ

れ，同年２月９日に特許権の設定登録がされた。

(3) 被告亘起物産による本件特許権の譲渡

被告亘起物産は，平成２１年５月１５日，被告ヘルスカーボンに対し，本

件特許権を譲渡し（以下「本件譲渡」といい，本件譲渡に係る売買契約を

「本件売買契約」という。），同日付けで特許権移転登録（本件移転登録）

をした。

３ 争点

(1) 本件特許権を持分各２分の１とする合意（以下「本件特許権共有合意」

という。）及び本件発明の実施品の売上金を２分の１ずつ配分する合意（以下

「本件売上金配分合意」といい，併せて「本件各合意」という。）の成否

(2) 債権者代位権行使の可否

(3) 詐害行為取消権行使の可否
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４ 争点に関する当事者の主張

(1) 原告

ア 争点(1)（本件各合意の成否）について

(ｱ) 原告は，平成１０年頃，被告亘起物産との間で，下記の合意をした。

記

ａ 本件特許権共有合意

本件出願が将来特許査定を受けて登録になったときは，本件特許権を原

告と被告亘起物産との共有とし，本件特許権の持分２分の１を原告に移転

登録する。

ｂ 本件売上金配分合意

今後，本件発明の実施品であるヘルスカーボンの取引（以下「ヘルスカ

ーボン取引」という。）によって売上収入が発生したときは，その全てを

原告と被告亘起物産との間で２分の１ずつ配分する。

本件各合意については，契約書は存在しないが，①平成１０年当時，本

件発明の発明者であるＡ（平成１９年６月１６日死亡。）の技術開発活動

は専ら原告の名において行われ，その成果である特許権等も平成６年まで

は全て原告に帰属させる方針が採られていたこと，②平成１１年７月２６

日に原告，被告亘起物産，有限会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）及びＣ株式

会社（以下「Ｃ」という。）の４社間で締結された製造委託契約（以下

「本件製造委託契約」という。甲５の１）は，原告と被告亘起物産との間

では本件特許権共有の合意の履行行為とみることができ，現に本件製造委

託契約の第１条⑩には「甲（判決注：Ｃ）は，乙（判決注：原告）及び丙

（判決注：被告亘起物産）の発明の権利を争わないものとする。乙及び丙

は，当分の間，甲に対し，発明の実施料を請求しない。」と，本件発明に

係る権利が原告及び被告亘起物産によって共有されていることが表現され

ていること，③本件製造委託契約に係る代金の決済は，Ｃが発行する手形
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をＢにおいて現金化し，これを原告の口座に振込む方法で行うことになっ

ていたところ，平成１３年８月には，Ｃが振り出した約束手形２通（額面

合計４００万円）が現金化されずにそのまま原告の下に送られてきて，こ

れを原告代理人弁護士Ｄ（以下「Ｄ」という。）が手形割引により現金化

（３９８万円）した上で，その２分の１に当たる１９９万円を被告亘起物

産に対し振込送金していること（甲２３，２４，２５の１，２），④平成

１６年２月１２日には，人用ヘルスカーボンを発明権者の許諾なく販売し

ようとした会社に対し，原告と被告亘起物産が連名で警告書（甲６）を発

出していること等の事情からすれば，原告と被告亘起物産との間に本件各

合意が存在することは明らかである。

(ｲ) 売上収入の発生

被告亘起物産は，平成１３年頃，株式会社Ｅ（以下「Ｅ」という。）及

びＦ株式会社（以下「Ｆ」という。）との間で，それぞれヘルスカーボン

を継続的に供給する取引（ヘルスカーボン取引）を開始し，Ｅとの間では

平成２０年４月頃までに総額２億６３９７万６２２５円の売上げが，Ｆと

の間では平成１５年８月受注分まで総額８２００万円の売上げがそれぞれ

発生した。

(ｳ) 本件特許権の登録

本件出願については，別紙特許権目録記載のとおり，平成１９年１月１

０日に特許査定がされ，同年２月９日に特許権の設定登録がされた。

イ 争点(2)（債権者代位権行使の可否）について

(ｱ) 原告は，被告亘起物産に対し，本件売上金配分合意に基づき，上記ア

(ｲ)記載の各売上げの２分の１に相当する１億７２９８万８１１２円の支払

を求める権利を有しており，かつ，その履行期は到来済みである。

(ｲ) 被告亘起物産には，本件特許権以外に原告の上記(ｱ)の債権を満足さ

せるに足りる財産はない。
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(ｳ) 本件譲渡は，以下の理由により無効であるから，被告亘起物産は被告

ヘルスカーボンに対し本件移転登録の抹消登録手続を請求できる。

ａ 本件譲渡は，原告からの本件特許権の持分２分の１の登録請求を遮断す

ることを目的として行われた実体のない仮装取引であり，公序良俗に反し

て無効である。

ｂ 本件譲渡は，原告，被告亘起物産，Ｂ及びＣの４社が平成１１年７月２

６日付けで締結した本件製造委託契約の第１４条「甲（判決注：Ｃ），乙

（判決注：原告），丙（判決注：被告亘起物産），丁（判決注：Ｂ）は，

相手方の事前の文書による承諾なしに，本契約上の地位を第三者に譲渡し

てはならず，また本契約上もしくは個別の製造委託契約上の金銭債権その

他債権の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。」に違反している。

すなわち，同条の定めるところによれば，被告亘起物産が本件譲渡を行う

ためには，原告，Ｃ及びＢの３社から書面による承諾を得ることが条件と

されていたが，これがされていない。したがって，本件譲渡は条件不成就

により無効である。

ウ 争点(3)（詐害行為取消権行使の可否）について

仮に，本件譲渡が上記イ(ｳ)のとおり当然無効にならなかったとしても，

本件譲渡とこれに基づく本件移転登録は，被告亘起物産を無資力にするとと

もに，原告に対する弁済の原資となる収益を上げる途を閉ざすものである。

そして，本件譲渡に係る本件売買契約締結の際，被告亘起物産は本件譲渡に

より債権者を害することを知っていたというべきであるから，原告は本件特

許権につき本件売買契約の取消しと本件移転登録の抹消登録手続を請求でき

る。

(2) 被告

ア 争点(1)（本件各合意の成否）に対し

本件各合意は否認する。原告と被告亘起物産との間に原告が主張する本件
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各合意は存在しない。

原告は，被告亘起物産に特許権が成立した後に，同被告が原告に本件特許

権の持分２分の１の移転登録をすることを承諾したと主張するが，そのよう

な迂遠な方法を採る合理的な理由はなく，本件特許権を共有とするには，本

件発明の発明者であったＡが端的に特許を受ける権利を原告と被告亘起物産

に承継させ，両社に特許出願させれば足りたはずである。しかし，現実には

そのようにされた事実はないのであるから，このことは取りも直さず原告及

び被告亘起物産の両社の代表取締役であったＡにその意思がなかったことの

現れである。

また，原告の主張する本件売上金配分合意があったとすれば，原告と被告

亘起物産の両社の業務を執行していたＡは，そのような業務処理をしたはず

であるが，そのような事実はなく，ヘルスカーボン取引は，全て被告亘起物

産の名義でされ，売上金も原告には入金されていない。原告の主張は，客観

的事実に反するものである。

イ 争点(2)（債権者代位権行使の可否）に対し

売上収入の発生はおおむね認めるが，その余は否認ないし争う。

ウ 争点(3)（詐害行為取消権行使の可否）に対し

争う。

第３ 当裁判所の判断

１ 争点(1)（本件各合意の成否）について

(1) 原告は，本件各合意について，契約書は存在しないが，①平成１０年当

時，本件発明の発明者であるＡの技術開発活動は専ら原告の名において行われ，

その成果たる特許権等も平成６年までは全て原告に帰属させる方針が採られて

いたこと，②平成１１年７月２６日に原告，被告亘起物産，Ｂ及びＣの４社間

で締結された本件製造委託契約は，原告と被告亘起物産との間では本件特許権

共有の合意の履行行為とみることができ，現に本件製造委託契約の第１条⑩に
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は「甲（判決注：Ｃ）は，乙（判決注：原告）及び丙（判決注：被告亘起物

産）の発明の権利を争わないものとする。乙及び丙は，当分の間，甲に対し，

発明の実施料を請求しない。」と，本件発明に係る権利が原告及び被告亘起物

産によって共有されていることが表現されていること，③本件製造委託契約に

係る代金の決済は，Ｃが発行する手形をＢにおいて現金化し，これを原告の口

座に振込む方法で行うことになっていたところ，平成１３年８月には，Ｃが振

り出した約束手形２通（額面合計４００万円）が現金化されずにそのまま原告

の下に送られてきて，これをＤが手形割引により現金化（３９８万円）した上

で，その２分の１に当たる１９９万円を被告亘起物産に対し振込送金している

こと（甲２３，２４，２５の１，２），④平成１６年２月１２日には，人用ヘ

ルスカーボンを発明権者の許諾なく販売しようとした会社に対し，原告と被告

亘起物産が連名で警告書（甲６）を発出していること等の事情からすれば，原

告と被告亘起物産との間に本件各合意が存在することは明らかであると主張す

る。

(2) しかしながら，原告が指摘する上記①～④の事実から本件各合意が存在

すると推認することは困難である。その理由は，以下のとおりである。

ア 原告の主張するところによれば，本件各合意は，Ｃとの間で本件発明を実

用化する企画が持ち上がったことを契機にＡから提案されたものであり，実

際にＣとの間で取引が始まれば月々最低でも２００万円の売上げが見込まれ

ただけでなく，Ｃ以外の全てのヘルスカーボン取引に適用されることが前提

になっていたというのであるから（訴状１２～１３頁，平成２２年６月９日

付け原告準備書面(5)２頁），本件各合意は，原告及び被告亘起物産にとっ

て，本件発明の商業的利用に関する現実的かつ重要な合意であったというこ

とができる。それにもかかわらず，原告と被告亘起物産との間では，具体的

な合意内容を記した契約書等が一切作成されていないばかりか，本件訴訟に

おいても，本件各合意の成立時期や合意の内容については，平成１０年頃の
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合意であるということと按分割合が２分の１ずつであるということ以外，何

ら具体的な主張立証がない。このように，重要な合意について，本来あるべ

き客観的証拠が一切残されておらず，契約内容（両当事者間において，本件

発明に係る権利と本件発明の実施により発生する利益を，いつの時点から，

どの範囲で，どのような条件で共有ないし配分することになったのか）につ

いても漠然とした主張しかないことからすると，原告が主張するところの本

件各合意の存在には，疑念をいれざるを得ない。

イ Ａは，原告が本件各合意があったと主張する平成１０年当時，原告及び被

告亘起物産双方の代表取締役を兼ねており，その後，原告については平成１

９年６月１６日に死亡するまで，被告亘起物産については，同月５日まで，

それぞれ代表取締役の地位にあったのであるから（乙１～３，弁論の全趣

旨），真実，本件各合意に基づいて売上金を配分するつもりがあれば，いつ

でも容易にこれをできたはずである。ところが，実際には，判明しているだ

けでも３億円を優に超える多額の利益が発生していたにもかかわらず，原告

と被告亘起物産との間では本件各合意に従って売上金の配分がされた形跡が

ほとんどない（原告の主張によっても，本件各合意に沿う形で売上金の配分

がされたのは，本件製造委託契約に基づく第１回の売上金３２４万９２６５

円と，平成１３年８月にＣが振り出した約束手形を現金化して得た３９８万

円の２度だけである。しかも，これらの売上げは原告自身も契約当事者に名

を連ねていた本件製造委託契約から発生したものであり，原告が契約当事者

になっていないＥやＦとの取引から発生する売上げと同一視することはでき

ない。）。

このように，本件各合意を提案したとされるＡ自身が，原告と被告亘起物

産の双方の代表者を務めていたにもかかわらず，その後に発生した多額の売

上げを本件各合意の内容に沿う形で統一的に処理していないということは，

最初からそのような合意は存在しなかったことの現れとみることができる。
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ウ 原告が本件各合意があったとする平成１０年当時，本件発明はまだ特許出

願中であったが，特許を受ける権利についてはいつでもその全部又は一部を

譲渡することができ（特許法３３条），ただ，特許出願後の承継については，

特許庁長官に届け出なければ，その効力を生じないものとされている（同法

３４条）。したがって，Ａとしては，真実，本件特許権を被告亘起物産のみ

ならず原告にも承継させるつもりがあったのであれば，特許査定及び登録を

待つまでもなく，いつでも特許を受ける権利の一部を原告に承継させ，その

旨を特許庁長官に届け出ることができたはずである。しかし，実際には，本

件特許権が登録になる平成１９年２月まで，そのような処理は一切行われて

いないのであり，このことは原告及び被告亘起物産の両社の代表取締役であ

ったＡにその意思がなかったことをうかがわせるものというべきである。

(3) 上記のように原告の主張とは矛盾する事実が存在することに鑑みれば，

原告が指摘する上記①～④の事実からは本件各合意の成立を推認することは

困難であり，ほかにこれを認めるに足りる証拠もない。

したがって，本件各合意が存在したものと認めることはできない。

２ 結論

よって，原告の請求はその余の点について判断するまでもなくいずれも理

由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第４０部

裁判長裁判官

   岡 本 岳

裁判官
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   坂 本 康 博

裁判官

   寺 田 利 彦


